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日本版ライドシェアのバージョンアップ（スケジュール）

第２弾とりまとめ

▼雨天時における供給車両数・時間帯の拡充（6/28）

▼マッチング率の算定方法の改善について（9/4）

▼イベント時における供給車両数・時間帯の拡充（8/2）

▼大都市部以外の地域における供給車両数・時間帯の拡充（9/4）

▼新たなダイナミックプライシングなど運賃・料金の多様化の検討（8/6～）

▼ とりまとめ▼タクシー以外の交通事業者（バス、鉄道等）の参入の検討（8/27～）

▼ とりまとめ

▼貨客混載の導入（9/4）

▼酷暑時における供給車両数・時間帯の拡充（8/2）

第１弾とりまとめ

▼災害時・復旧復興時における活用（9/4）

▼配車アプリが普及していない地域での導入（9/4）

▼協議運賃の導入（9/4）
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雨天時における供給車両数・時間帯の拡充

• 雨天時においては移動需要が大きくなるため、一定の降水量（1時間５㎜以上の降水量）が予
報される時間帯及びその前後に、日本版ライドシェアの供給車両数を拡充する。

時間帯の拡充
降水量の予報が1時間5mm以上となる時間帯及びその前後の1時間

対象の営業区域

供給車両数の拡充

降
水
量

【通常稼働していない時間帯】
各営業区域において使用できる最大車両数までを使用可能とする。

【通常稼働している時間帯】
各営業区域において使用できる最大車両数の2倍までを供給可能とする。

大都市部（12地域） 2

※時間帯が3時間以下となる場合には、前後を含めて、計4時間までの稼働が可能



酷暑時における供給車両数・時間帯の拡充

• 夏季においては移動需要が大きくなるため、酷暑（気温が35℃以上）が予報される時間帯及び
その前後に、日本版ライドシェアの供給車両数を拡充する。

時間帯の拡充
気温の予報が35℃以上となる時間帯及びその前後1時間

対象の営業区域

供給車両数の拡充

気
温

大都市部（12地域）

時

℃
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【通常稼働していない時間帯】
各営業区域において使用できる最大車両数までを使用可能とする。

【通常稼働している時間帯】
各営業区域において使用できる最大車両数の2倍までを供給可能とする。
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雨天時対応・酷暑対応の稼働実績

• 稼働台数：240台
• 運行回数：1,712回
※特別区・武三交通圏、京浜交通圏、名古屋交通圏、京都市域交通圏
大阪市域交通圏における6月28日～8月31日の運行実績

【地域ごとの稼働状況】
特別区・武三交通圏：7日間稼働、 1,697回運行

京浜交通圏：2日間稼働、 4回運行
名古屋交通圏：3日間稼働、 5回運行

京都市域交通圏：1日間稼働、 4回運行
大阪市域交通圏：1日間稼働、 2回運行

雨天時対応の稼働実績

• 稼働台数：592台
• 運行回数：4,525回
※特別区・武三交通圏における8月2日～8月31日の運行実績

【地域ごとの稼働状況】
特別区・武三交通圏：8日間稼働、4,525回運行

酷暑時対応の稼働実績

• 雨天時対応については6月28日より、酷暑時対応については8月2日より順次開始し、8月末ま
での間に、合計6,000回以上稼働。

稼働条件：気温が35℃以上が予報される時間
帯及びその前後1時間

稼働条件：1時間５㎜以上の降水量が予報される
時間帯及びその前後1時間
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日本版ライドシェアが導入されている地域において、自治体又はイベント主催者からの要請
を踏まえ、時間帯及び車両数を調整。
※時間帯及び車両数については、他の交通機関との役割分担を踏まえ、合理的に算出・調整。

イベント時における供給車両数・時間帯の拡充

• イベント等一時的な移動需要の増加に対応し、タクシーの営業区域外旅客運送制度の活用
促進及び日本版ライドシェアの供給拡充を実施する。

イベント対応時において、道路運送法第20条第２号に基づく営業区域外旅客運送制度
の活用が可能である旨を明確化。
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タクシーの営業区域外旅客運送による対応

日本版ライドシェアによる対応

※



地震や台風等の災害発生時又は復旧過程で、タクシーが不足する場合において、安全が確保
できることを前提に、自治体等からの要請を踏まえ、車両数及び実施期間を調整。

輸送ニーズを踏まえ、時間制運賃の適用が可能。

他の営業区域のタクシー会社による応援も可能。

災害時・復旧復興時における活用

• 地震や台風などの災害発生時や復旧過程において、タクシーを補完し、被災地における輸送サービスを
確保するため、日本版ライドシェアによる運送を可能とする。
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災害対応時における日本版ライドシェアの活用



配車アプリが普及していない地域での導入

7
電話や現金支払いでも利用可能とすることにより、地方部での普及を促進

• 配車アプリが普及していない地域でも、日本版ライドシェアを導入できるよう、ガイドラインを策定。



貨客混載の導入、協議運賃の導入

貨客混載
○タクシーについては、地域の関係者間による
協議を経ることで、独自の運賃を設定するこ
とが可能(協議運賃)。

○日本版ライドシェアについても、協議運賃を
設定することができる。

協議運賃

○地域の関係者と協議が調った場合に、バス・
タクシー事業者が、貨物自動車運送事業の
許可を得て、貨物運送を行うことが可能。

○日本版ライドシェアにおいても同様に、自家
用車を用いた貨物の運送を可能とする。

介護施設

スーパー

病院
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• タクシーと同様、日本版ライドシェアについても、貨客混載の実施及び協議運賃の設定を可能とする。



大都市部以外の地域における供給車両数・時間帯の拡充

曜日・時間帯・台数制限の緩和

※営業収入や実車率の変化等のモニタリング。

○ × ○ ×
9時 正 一 正 正
10時 正 正 ・ ・
11時 正 正 ・ ・

金 土（例）大都市部以外の地域でのタクシー不足状況確認のイメージ

◀アンケート・ヒアリング結果

オペレーターによる集計▶
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大都市部以外の地域において、日本版ライドシェアを実施しようとするタクシー事業者の申し出により、
✓曜日・時間帯の拡大
✓供給車両数の拡大（現在は、原則タクシー台数の5％まで→今後は、10％までに拡大）
を可能とする。

※タクシー事業者は実施状況のモニタリング に必要なデータを提出し、供給過剰が発生するおそれがある
と地方運輸局等が認める場合は使用可能車両数を減車する。



マッチング率の算定方法の改善について

・アプリによる配車依頼に対してマッチングが成立した率（マッチング率）について、現在は配車アプリごとに算定方
法が異っているが、年内を目途に、利用者の実感を考慮した合理的な算定方法に統一する。
・具体的には、利用者アンケート等により、一般的に許容できる待ち時間(X分)等の調査を行い、例えば、配車
依頼からX分間以内におけるマッチング率を統一の基準とする。

10

配車アプリA
アプリを開いてから閉じる
までに承諾があったものを
マッチングが成功したものと
カウント

配車アプリB

配車アプリC

○○分以内に承諾が
あったものをマッチングが
成功したものとカウント

△△分以内に承諾が
あったものをマッチングが
成功したものとカウント

利用者の実感を考慮した
合理的な算定方法に統一

X分以内に承諾があったものをカウント



新たなダイナミックプライシングなど運賃・料金の多様化の検討

11



タクシー以外の交通事業者（バス、鉄道等）の参入の検討
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